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ブラジルにおける不動産鑑定評価叫由
 

111株式会社緒方不動産鑑定事務所 大阪支所� 

u 不動産鑑定士秋山祐子�  

1 はじめに

今月と来月の� 2同にわたって，ブラジルにおける

鑑定量Hilliをご紹介するο 経済が急成長中の新興問とし

て� BRICs4カ同がよく 話題に上がるものの，� Bであ

るブラジルはH本からみれば地球の裏側にあ り，これ

らの聞のrllでは日本人にとって地理的・文化的 ・経済

的に最も馴染みの少ない国であろ う。 「ブラジルにそ

もそも鑑定許価制度があるのか� ?Jと疑問に思われる

読者も多いのではないかと察する。� 

13;外かもしれないが，既に数多 くの日本企業がブラ

ジルに進出 している。鉄鋼産業をは じめ， 自動車産業，

家電産業等の企業は自社工場・を稼働させており， 商社

が現地との合弁会社を設立 してオレンジジユースや

コーヒーを確保するために農業経常に参加している

ケースもある。 また，サンパウロとリオデジャネイロ

聞に趨特急路線を開設する計画が進んで、おり， 日本の

新幹線技術による4業参加が期待されると ごろである。

ブラジルにおける地デジは日本方式か採用されること

に決まっている。サンパウロ市の地下鉄新規蹴 初 開

発には，日本企業もi融資しているし，ブラジル内陸部

のセラードという米問先地域を広大な民業 ・採草放牧

地として|鋼発したのは，日本の� ODAによる功績が

大きい。

J-一REITの海外不動産の組み入れが昨年認められ，

将来的には日日:本本企業が栴外に所所.有有‘す る不動産を� REIT

化することが予i担測則R4される。そうなj

である。� 

1500年にボルトカソレ人のカブラルがヨーロ ッパ人

として初めてブラジ、ルに上陸して以来，ブラ ジルは主

にボルトガルを宗主国として発展 してきた。1822年

にポルトガルニi三閃から帝同として独立，1889JI二には

帝政も廃止して， 連邦共和制に移行した。� 1964年か

らの約20年のI!空事独裁政権を経て，� 1985年から完全

民主国家となる。

ブラ ジルは，ポルトガルの植民地としての文化の他，

ナポレオンから逃れてきたポルトガル王雫が一時的に

リオデジャネイロに宮殿を構えたために宮廷文化も存

在した。独立後はボルトカ、、ル人を中心に， アメリカ「白

衆国と同じ歴史を持つアフリカ系.出業移民を してき

たヨーロ ッパ系や日系， 商業移民の韓国，中国系，前

世紀に世界各地で起こった民自伝自害から逃れてきたア

ラブ系，東ヨーロッパ系，旧ソビエト同系，ユダヤ人

等の移民とその文化を受け入れて，ブラ ジルという 国

を作りヒげてき� t::.o 2009~ 3月現在の推定総人口は

約 l億9，000万人である。

国上は約851万� km2，世界第� 51立の広さであり， 領

土は赤道匝下のアマゾンジャングルからアルぞンチン

国境地布-の温帯地域にまたがり， 国土の点側は大西洋

に面する。歴史上，大西洋沿岸の者R市部から発達して� 

v た。60年代，ブラジル内陸部につくられた人工都市

のブラ ジリアにリオデジャネイロから遷都したが，こ

れはブラ ジル内陸部の経済発展を促すH的があったO

動産の鑑定許市側而ニ一ズズ、が将将� 

ない。そこでで‘， 本稿が阿国における不動産鏡定評価i制

度とその内容についてご紹介することにも，それなり

の志議があるのではないかと考える次第である。� 

2 ブラジル概観� 

2.1 多様性と格差の国

ブラジルを知るキーポイントは，� r多様性と格差」

じる司可宇自能包性も否定できと宅色来' 選都により内陸部の開発はかなり進んだとはいえ，や

はり人口は東部の海岸部とサンパウロ州周辺の南東部� 

で0.25%は国土の約IS打青r1$に集中している。現在.者

ある。それ以外は広太な農地， 探草放牧地， 原生林が

広がっている。

歴史的に農業はブラジル経済の中心的役割を担って

おり， 最近の調査によればブラジルはコーヒー，

サトウキピ，オレン ジ生産は世界第� 1位，大豆，牛肉，� 

1 ~"Icl ブラ ジル大使館のホームページ : http://www.brasemb.or.jp/にて� 3月18日に人千ーした↑11:報で、ある。� 
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図� 1:ブラジルにおける産業分布図� (2002年)と各地域の写真
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鶏肉の生産は世界第� 2位， トウモロコ シの生威は世界

第3位である。これらの品業生産はブラ ジル南東部

(サンパウロ州，パラナ州等)が中心となっている。

また， 鉄鋼 ・石油化学などの基幹産業の工場等も主に

サンパウロ州，リオデジャネイロ州およびパラナ州に

集中しているため (函 1参照)，ブラ ジル囲内におけ

る富はこれらの地域に集中し，地域聞における経済格

。これら地域間における経済格差は， 教育し、法が大き

栴差をもも たらす。� 2007年のブラジルの全国平均文

盲率は10%超であるが， ブラジル北部，北東部では� 

30%を超えるところもあるυ

経済格差と教育格差は大都市においても顕著である O

サンパウ口市では，ブラジルのJ高学府出身で海外のa
大学院も修了して自家用ヘリで移動する官裕府が存在

するのと対照的に， 小学校も修了せずに地方から都会

に出てきたi邸庁得の労働者階層が都市周辺の未利用地

を違法占拠して 「ファヴェラ� (favela)Jと呼ばれる

スラム街を形成している。 サンパウロ7'11やリオデジャ

ネイロ市等では，このファヴ、エラのインフラ整備・ 占

有1犬態の合法化が都市計画上重要な課題であり， 錐定

副司面も活雌する場|自!となる。� 

2.2 ブラジル経済

ブラ ジル地理統計院� (IBGE: Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatistica)のデータによると，� 

2008年のブラジル国内総生産� (GDP) は2兆8，897億

レアルで、あり，これは� l兆5，733倍、米 ドルに相当する。

一人当たり の� GDPは8，297米ドルである。1995年を� 

100とした1991i~-'-か ら 2008年の GDP 指数の推移 (レ

アルベース) はグラフlのとおりであり， 順調に成長

してきたことカf伺える。

しかしながら，� 2008年の第4四半期の成長率は，

金融危機の影響が鮮明となった結果， 市場予iJllJを上岡

る落ち込みを見せ，対前年比ではブラジル地理統計院

が統計を開始した1966年以降最低と なるム3.6%のマ

イナス成長を記録 し，� 12四半期連続成長 してきた経済

成長サイクルが途切れることとなったη これは，ブラ

ジル経済を牽引してきた民間消費等がマイナス成長に

なったことが影響している。それで、も2008年の� GDP

成長率は5.1%であるじただし，今年の経済成長の政

府下測も当初Jの3.5%から2%に下}j修正きれているし

グラフブラジルの国内総生産指数� 
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レアル・プランの導入成功後も，対ドル為替レート
倍� 

の大11I日な変動や電力危機等がおこり， 高金利政策によ

る弊害.� JJ(諜税問題等， 必ずしも経済発展への追い風

o --... --.. 

を担ってGDP上の分以T|でブラジ、ル全体の川、3嬰r_:: 次に， ブラジルのi比大の経済都市であるサンパウロ� 

参考までに日本経済と比較すると，� 2007年の日本の� 

GDPは4兆3，854 米ドル2で. ブラ ジル� GDPの約� 

3.3情である。グラフ� 2はjl可国の� GDPの推移を縦棒

で示し，日本とブラジルの経済規模の相対的比半 (日

本の� GDP"〆ブラジルの� GDP)を折れ線にて示 してい

る。 両国の経済規模の追いは縦棒グラフで一目瞭然で

ある。ブラ ジルの� GDPは東ボ都の総体産にほほ匹敵

する科度である。しかしながら，両同の相対的比半は� 

2000年以降，急速に縮小している。 日本経済が失速

している昨今，今後両国の格差はますます縮小してい

くのではないかと推測される。

グラフ� 2:日本およびブラジルの国内総生産と両国の

1:立

イパーインフレは収束し経済も安定してグラフ� lの

とお りの経済成長を続けてきたのである。グラフ� 3は

ブラ ジルの年間インフレヰヨ.の推移を示す。

グラフ� 3:年間インフレ率の推移� 

l500 

ヨ町四

r，oo 

停� E・...-...--→ 。� 
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日本 ブラジル ーーー扇固の経涜規慎比事(日本/ブラジルの比率)� 

/I 1~ll. :総務省統計局

ー方， ブラジル同内における富の配分を概観すると，

前項で記述したとおり，ブラジルにおける経済活動は

サンパウロ州、1，リオデジャネイロ州およびパラナ州の� 

3州に集rjJしている。2005年におけるリオデジャネ

イロ州の� GDPに対する貢献訓合は11.5%，サ ンパウ

ロナト|は33.9%，パラナ州はS.9%，合計51.3%に達 し，� 

ばかりが吹いてきたわけで、はなかった。これらが，ブ

ラジルの経済成長率が� BRICsの他の� 3同より低い要

因とされている。 しかしながら， レアル・プラ ン実行

後のブラジル経済は堅調に発展を成し遂げている。ま

た，� IMFへの債務返済も進み，� 2008年� l月末には対

外仙務が対外資産を 卜.阿ったとブラジル中央銀行が発

表，問年� 5月には主袈嬰:十例‘Iけ会U社:がフブブ、守、ラジルのソフブ命リ
ンJ格格fJけを付� 

ラジルは初めて国際f的|的七な投資適格級の+格各剖イ付寸けを得るこ

とと なつた〉� 

3 サンパウ口大都市圏の不動産市場

いる。ちなみに，サンパウロナト|の20051，ドの州内生産

額は2，989低米 ドルであり，これは同年の隣国アルゼ

倍、米ドルより大きい。8151，，GDPンチン‘国の� 

きて，ブラジルといえば「ハイノfーインフ レJ. r対
外1tl務不履行Jのイ メージが強いと思われる。インフ

レに関しては，� 1994年に実施された 「レアル・プラ

ンJと呼ばれる経j奇安定化プロ グラムが功を奏 してハ

rij (2008年の人Irは1，� 118万人l)およびその周辺を合

めたサンパウロ大都市|剖における過去10年間の不動雌

市場にワいて概観する。

まず，� 1997年から2006年の10年間の集合住宅の分

譲戸数の推移はグラフ� 4が示すように，必ずしも右肩

上がりに増加しているわけで、はない。これはレアル ・

プラン導入l向後の好景気時にデイベロッパーが什入れ� 

';2 米ドルZ冴、i主総務't'J'統j"I. J~lj発衣のデータ(1叶データの出典は UN. National Accountsν1ain Agg印刷lesDatabasl'lによる。� 

http: //www.stat. go・ jp/にて2009年 4 月 7 日入手。 以下， 本，f'I'I'I~の U 木とブラ ジルの GDP に|均する;Kドル統;}1イrl{についても総務

省の公表データを採JIJしたものである。� 

3 サンパウ口市発表の統計による"[fIJiIiのホームページ:http://www.scmpla.prefeitura.sp.gov.br/にて2009年1[)J15卜|に11)( 

flしたデータに基づくo 
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た土地に建て られた物件が1996~98年に大量に市場 なお，サンパウロ市内では1960年代よりパウリスタ

にf共給されたものの，需要が追いつかずに供給過多と 通りがオフィス街の中心的位置を I~'めてきたが， 90年

なり， その後市場が調整局lに入ったためである。� 

2000年には一時Ifll復したものの，その後も増減を繰

り返 している。

グラフ� 4 :サンパウ口大都市圏における集合住宅の分

譲戸数の推移
.-ーーーーーーーーーーー 
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向. 初頭からはフアリア・リマ地区，ヴイラ・オリンピア

地区・ベヒーニ地区が台頭 しだし，� 2000年以降はこ

れらの� 3地区がオフィス中心地となっているO また，

ブラジルにおいても不動産の証券化が行われているが，

証券化が法的に整備されたのは1993年であるため，

証券化対象不動産はこれらの� 3地域に立地している場

合が多い5。

一方，商業用不動産に関しては，� 1990年以降，ブ

ラジル全体そしてサンパウ口市内においても，ショッ

ピングセンターが続々と建設されている(グラフ� 6参

照)。国の経済成長に伴い，国民の消費活動が拡大し

たためだけではなく，車社会の発達や治安上の理由に

より，消費者が従来の商庖街からショッピングセン

ターで買物をするようになったという消費行動の変化
、、。、。同� 、、。円∞ σσ

年� 

II IJJI~ :EMBRAESP包lIlpresaBrasiIeira de ESludos de Patri- グラフ� 6:ブラジルおよびサンパウ口市内のショ ッピ

ングセンター数の推移� );monio 

--7;，分譲オフィスの売出件数の推移はグラフ� 5に 450 i一ーーーー

ブラジル全体 &サンパウ口市� 

て示されているとおりであるo 1997年に分譲オフィ
400 82.-一一ーー� 

350 

。、、hHc
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も大きな要因である。

グラフ� 5 :サンパウ口大都市圏における分譲オフィス
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いことに留意していただきたし、

なお，大型商業施設の総売場面積については，現在
イ� 4000
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出
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面積と同義語であると考えてよい。自社保有不動産で

営業するいわゆる百貨庖形態が90年代半ばに淘汰され• 
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たため，大型商業施設はほぼショッピングセンターの

みとなり，そしてそれらはテナントに売り場を賃貸す

IH#f!.:EMBIV¥上;SP ることによる賃貸収入によづて経営されているからで� 

4 ENIBRAESPのホームページ:http://www.embraesp.com.br/にて2009年4月16日に入手したデータに基づく。 以下，他

の|司社からのデータについてもl，iJ様で、ある。� 

5 ブラジルにおける不動産司券化については，� tlll杭「ブラジルの不動産証券化，1JiWiJ(社団法人不動産証券化協会発行の不動託証

(1IK16-1.vo 口� 

htmlにでダウンロー ド可。� 
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http://www.ares.or.jp/workslares
http:IK16-1.vo
http://www.embraesp.com.br/にて
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ある。サンパウロ市内のショッピングセンターの有効 収用事業を過して鑑定評価に|均する研究が進み，ょう

賃貸而積の推移はグラフ� 7のとおりである。 やく� 1977五に正式な基準 として市街地不動産の鑑定

吾同lIi基聾ーが規定された。その後， 非市街地不動産，区

グラフ� 7 :サンパウ口市内のシ ョッピングセンターの 分所有権， 機械 ・設備 ・工場およびー仁業資産，宅地見

総有効賃貸面積の推移 込地の評価基準がブラジル技術基準協会によって規定

されたのである。 しかしながら， これらの評価基準は

それぞれ4虫立したもので、あったため，資産討ー哨町に関す
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1773.524 る統一基準の必要性が問われていた。
ー「



そこで，� 1998年に現行基準の改訂委員会"が結成さ

れること となった。まず， 第� l部 「一般的手� JII則 につ
有
効
賃
貸
面
積
(干，� 

~ いての審議を行い， 原案を作成してそれを公開，パブ1

リック オピニオンの募集.最終調整 ・投票の千続を経
800 

て，� 2001年� 5月30日に発効の運びとなった。その後，
m) 600 

各部毎の基準改訂委員会が結成され， 第� 1部の一般的
400 

手順を基礎に原案を策定上記手続を経て完成したも

。
200 

のから，� JIIF{次発効されていった� G が発効15音7最後の第
1991 1995 2001 2008 

したのは� 2009年� 2月26日である。 実に� 10年以卜ーの成

III， JlI~ :フラジルシ ョッピングセンター� 1励会� 
月をかけた大改訂作業であった。

年� 

'1

|て

産の分類別に規定している。ブラジル資産評価基準の

';(12のとおりである。
いわゆる全間基準であり，この基準から逸脱しないこ

構成は1
とを前提として， 各地 J羽虫f.iの要因を考J.~ した地域基

ブラジル最初Jの鑑定評側基準の原案は� 1957年に作
準の策定が認められている。サンパウロ州、|とアマゾン

成され，ブラ ジル技術基準協会� (ABNT)に提出さ

れたものの，すぐには� IE式な基準として認められなか
州では価格形成要因等随分と異なるであろ うことは想

像に難 くない。 地域基準は州毎に定めることができ，
った。その後，� 60年代から70年代に全凶的に行われた� 

後述するブラ ジルの鑑定協会の各支部が規定する。た

6 当データは� Abrasceのホームページ� http://www.portaldoshopping.com.br/がインターネ ット上で、公表しているデータを

元に作成したものであるが，近II.~テータ の集首 IJiitが改訂されたため，以前に公表していた数値と -日l í異なる筒所があるb したが

って.グラフ 6および7にて時系列データを作成する段階で� -;;1

1)古JllT般的手� Uを，第� 2 以一� はrll街地， 非市街地等，資
前記，ブラジル技術基準協会� (ABNT)の基準は

誤差が生 じているため，厳格には迎切な時系列データと は� l'えな

の全体的な流れを把探する 卜‘で必、要と判断し.:<!-;;:柏ではあえて採� JIJしていることにごい内しかしながら.� ?tが商業不動産の動� llJi

4 鑑定評価制度について� 

4. 1 鑑定評価基準� 

4. 1 . 1 全国基準

ブラジルにおける鍛定評価は，ブラジル技術基準協

会� (ABNT: Associar;ao Brasileira de Normas 

Tecnicas)の 「ブラ シル技術基準第� 14653号:資産評

価指� 1 によって規定されている。鑑定評価は，ブ叶

ラジルでは鑑定 仁学吃 呼ばれており， 実際，工学の

一種として位置付けられている。当該基準は� 7部から

構成されており ，第 ]部は全ての資産手� H固に係る 「一

では， 用語の定義，資産の分頬，守秘義務，1)音l第� 

芋手刊j職業倫理，基本的ミFc順JI川|
として脂原(価法，取引事例比較法，収議選冗法，開発法

等が認められている)，評価の椛類の特定 (次回に詳

細記述)，報告書記載事項，報告書の様式について記

載されている。第� 2部以降は， 評価対象の資産に応じ

た用語の定義，分類，手� Jlli=i frffi iJの，fW 手法の適}日， 評� fli

種類の判定基準等について詳細に記載されている。こ

れらの内容について，特に興味深いと思われるものに

ついては次稿にて取り上げる予定である。

4. 1 . 2 地域基準

'Ik"

切な願いたし、� 

7 NBR 14653 A valiacao de Bens，A valiacao de Bensの正式な英訳は� assetappraisalである。� 

8 Engenharia d巴� Avaliacao e Periciasという。
 

9 AsNT/CE 02・134，02-Comissao de Estudo de A valiacao na ConstrUl;ao Civil 
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http://www.portaldoshopping.com.br/がインターネット上で、公表しているデータを


図� 2:ブラジルの資産評価基準 (NBR第14653号:Avaliaφo de Bens)の構成

第2都 市 街地不動産� (34p) 

NBR 14653・2Im6veis urbanos 

第3部非市商地不動産� (27p) 

NBR 14653・3 1m6veis rurais 

第4部事業(16p) 

NBR 14653.4 Empreendimentos 

第1部一般的手JI自(1op) 
NBR 14653-1 Procedimentosgera包 第5部 機械、設備‘工場および工業資産� (19p) 

NBR 14653-5 Maquinas，equipamentos， 

iostalac6es e bens indu5tnais em geral 

第6部自然および讃境資源(16p) 

NBR 14653・6Recursos naturaise amblentais 

第4剖歴史的資産および美術品<t2p) 

NBR 14653・7Patrimdnl hist6ricos e artisticosos 

注 炎E画期i般の()内ω数宇:は各告!Iの〈ーゾ私ι

だし， 全ての州支部で作業が進んでいるわけで、はない

ようである。� 

4.2 資格

さて，これらの資産割刊面を行う 資格者であるが，ブ

ラジルでは日本のような不動産鑑定士同有の国家試験

はなし、。基本的に， 職業に関する資格の国家試j肢とい

うものが存在しないのであるiLまた，民間団体で鑑

定土たる資格取得のために必要な試喰や単位の背得を

義務づけているものもない110

ブラジルにおいて鑑定許市Eに法的に携わることがで� 

，建築学士 または農学士等で、あって，1:τきるのは， 工学

居住している州の 「工学士 ・建築士・ 農学上州協会� 

(CREA :Conselho Regional de Engenharia，Ar-

quitetura e Agronomia)勺 に会員登録 している者

である。 これは， 工学士 ・建築士 ・農学士の職務純聞

等について定める1966年12月24日の連邦法第5194号 1]

およびブラジル工学士・建築士 ・農学士連邦協会�  

(CONFEA :Conselho Federal de Engenharia， 

Arquitetura e Agronomia)の決定218号� 11ならびに

間決定345号� 15による� 160 同協会の会員になるには， 工

学，建築学または農学等を大学で修め，それぞれの学

士号 を取得していることが必安十分条件である。それ

ぞれの卒業学科によって逆行できる鑑定書判耐の範時が

定められており，例を挙げると建築学士は市街地の不

動産 ・庭園等，土木工学士は市街地不動産の他， 道路

・ダム・ 空港等，法学 士は農地および良業関連施設等，

竜安ο:学士 は発電所等の電気関連施設等，森林工学� 

。分かりヤすいし、門的職業資格として認められる場合が多41ブラシルでは，大学で学 とを取得し，地域の職業協会に加入すれば10 

例をとれば，医学部を卒業して� nxnm会」 に入会すれば， ，英師たるft絡を有することとなる。� U-1-'の様に， 医学部を卒業してから� 

|突師国家試験を受ける必要がないのである。| jJ11寸司秘に， 辿築学部を卒業して 口立:土・ 建築士 ・� 7'7協会Jに登録すれば， 挫築上

としての資俗を有する。法律関係だ、けは例外で，あまりにも多くの大学がl没立されて法学士=弁護寸?としての水準を保ちきれなく

なったため，� r l:会jが弁誰士試験を実施しており，これに令格したものだけが弁護士としての資格を布する。余談であるが，弁諜二

官と検事になるためには，それぞれの公務員試験に合格しなくてはならず，前期弁護士試験とは別次元のものとなる。"リ裁、� 

11 鑑定協会の� LE会μになるための要件は各州、|支部で定めているが(次可tにで説明)，法的資格とは別伊|のものである。� 

1'当協会には名紘一，の工学士，建築乍寸山学士の他地位51:土匂 も会flになることが定められている。� 

13 Lei Federal no 5，194 de 24 de dezembro de1966. 

14 Reslucao No.218 

15 Reslucao No.345 

16 CREA (州協会)はCONFEA (連邦協会)の下部組純である。各人は� CREAに琵録すれば，自動的に� COFEAのメンバー

となる。� 

Appraisal & Finance 2009.6 41 

12



は森林等，骨制自工学士は造船所等，石油工学士は石油

製錬所等がそのII@n毒となるO ブラジルの鑑定評価基準

では，これらの鑑定許価に挽わる工学士等を 「鑑定工

学士17Jと表瓜しているが，あくまでも便宜� lの呼称ょ

で、あって， 鑑定工学という独立した大学の学部は存在

しない。

なお，� 2008年に不動産仲介入(日本の宅地主主物取

引主任者資格に相当)を鑑定託円耐の法的従事者に含む

とする連邦法案第2992号と第2993号が提出 された。

これに対し， 資産評価基準改訂一委員会は正式な反対14t

見を提出し，� T学 上等の牙城を守るべきロビー活動を

行っている。その要胃は，� r不動産仲介入は不動産取

引の最前線にあり，取引事例を豊富に有しているのは

事実であるが， 鑑定副司面は取引事例比較法のみで行え

るものではなく，大学にて工学等の知識を取得した者

でなければ，総合的な鑑定言刊面を行う専門的能力を有

しない。また，それは，連邦法第5194号(前述)が

定めるところである。Jというものである。今後，こ

の法案の動向に留意したい。� 

4.3 鑑定協会� 

4. 3. 1 旭織

ブラ ジルにおける不動産鑑定協会に相当する機関は，� 

IBAPE1R (Instituto Brasileiro de A valiacaes e 

Pericias de Engenharia)である。 直訳すると，ブ

ラジル鑑定工学協会となる。� 

IBAPEは上記� CREAの会員の中で，特に君主定業

および円本のエンジニアリング・レポートに相当する

不動産の専門的調査に従事する個人およぴ業者を会員

とする 非営利法人である。全国組織は� IDAPE-Na 

年，本部はサンパウロ1957ヂばれ， 設立は� 11とcional

市に所在する。� IBAPE-Nacionalは各州、|にその支部を

有し，各州支部の会員として査録すれば向動的に� IB 

APE-Nacionalの 会 員 となるO 現 在，IBAPE-Na-

cionalの会員数は約3，000，サンパウロ支部の会員数

は約600であるO 

IBAPEの各支部は， 鑑定評価の品質向上， 鑑定工

学上の資質向上のため， 正会員になるための要件を独

自に設けることができる。実質的には� CREAの会員

であることのみが要件である支部から，研修や実務経� 

17 Engenheiro de Avaliacao 

験を要求している支部等， 様々であるc ちなみにサン

パウロ支部は， 同支部または提挽機関の実施する研修

を最低60n~J:問受講していること， 1以上，実務椅験 3 i:主

実際に発行した鑑定評価書の提出等を要件としている� O 

IBAPEは，ブラジルにおける鑑定評価に関する唯

一の機関であり，他の任意団体は認められない。その

設立目的として，鑑定評価の品貨向上のための調奔 ・

研究活動や研修， 学会の開催，国際評価基準委員古� 

(IVSC)等国外の鑑定団体等におけるブラ ジル代表組

織としての活動，会員の法令遵守と職業倫理の確立等

を定めているO 

4. 3. 2 活動� 

lBAPEの設立目的に応じて，各州支部にて研修が

定期的に開催されている。サンパウロ支部の研修内容

が一番充実しており， 鑑定士養成のための� h打街地鑑

定評価の基礎J r 評価音の書き方」等の比準の仕方J r
基礎講座から， 正会員のスキルアップ用に 「市街地不

動産取引事例比較法の統計的処理u，r不動産債権の評

価J等の専門的な研修が実施されているO

また，� IBAPE本部は2年に位 ブラジル鑑定工

学会� (COBREAP:Congresso Brasileiro de En-

genharia de A valiac;ao e Pericias) I~を開催;してい

る。 鑑定工学会は毎回異なるブラジルの主要都市で行

われ� 5日間にわたり 開催される。その問に講演，パ

ネルデイスカッション，ワークショップ，研究発表等

が盛りだくさんに行われる。今年は学会の開催年にあ

たり� 9月21日から25日にサンパウ口市内にて開催き

れる。会員以外の参加も可能であり，海外からの研究

発表，参加も受け付けているへ そのほか，サンパウ

ロ支部などは，私立大学と提携 して大学院に鑑定評価

専攻のコースを設置しているO

鑑定評価に関する初|究i古勤としては，各支部にて前

述の各州、|適刷の錐定評価基準の作成をはじめ，研究会

を設置 し，成果物の出版や� HPでの発表を行ってい

る。

そのほかの活動としては，データパンクの作成があ

げられる。各支部で会員が共有できる取引事例のデー

タバンクの作成をしている。� IBAPEの会員は，所属

支岩I~以外の文部が保有するデータパンクにアクセスす 

18 rイパァ ピ」と発音する(パにアクセント)。同協会木部のホームページは� http://www.ibape.org.brlである。究請による表

ぼであるBrazilian Appraisal Instituは，;己 

19 共語での表記は，� The Brazilian Congress on Property Valuation and Engineering Expert Reportingである。� 

20 ¥vww.xvcobreap.com. br から申し込みíJJíJ~o なお， 学会の公用語はボルトガjレ語である。 
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http://www.ibape.org.brlである。究請による表


る権利はあるものの， 実際にシステマティックなデー

タバンク を荷しているのはサンパウロ支部のみであり，

それでもオンライ ンで取併するまでの整備はなされて

いないのが現状のようである。

一-)j.IBAPE独自で不動産に関する実休調査や地

価の調査は行っていなし、。 

4.4 鑑定士の活動範囲および評価書の活用場面 

評価，収用補償等)，公J関手業関連の第三セクター機

関(地下鉄， 高速道路建設のための収月拘n償等)の内

部t¥f11町人として活躍する場合も多いc

ブラジルでは日木における地価公示や地価調査とい

った国や公共団体による地価の調査は存在しないが，

日粁凶書は蝶々な場而で活用されている。ブラジルでの

雛定評価のf刻現目的としては， 売買， 交換時の資産苦I~

伽，抵当権，保険等の設定に係る担保評価，収用補償

111j述のように，ブラジルにおける鑑定士というのは，

一学土，建築学士および農学士等であるから，彼らの

活動範聞は鑑定評価業務に限られない。したがって，

建築物，工作物の設計，予算作成，フィージピリテイ

・スタデイ，現場のて事施I.管理，建物検査等 と々

同様に鑑定評価を業務の一環として行う場合も多いよ

うである。設計や施行には闘わらず，鑑定評価業務や

不動産-事業の事前市場分析・フイージピリテイ・スタ

デイを専門とする業者や個人も存在するが，その正確

な数字は不明である。次回に詳細を記載するが，鑑定

評~lIíの基礎度と精度というものがブラジルの基準に定

められており，最高レベルの鑑定評価を行うにはそれ

なりの経験と技術が必要 であるため，そのような評価

書が必要な場合には鑑定詐価専門の業者が活躍する。

鑑定報酬は， n寺間報酬が一般的で， 筆者が知人の鑑定

士連から聴取したところによると，サンパウ・ロ市内の

鑑定評価専門の業者では 1 時間 につき 100 ドル ~500

ドルと綿々である。また 独立して事務所を構えるの

ではなく，企業や地万公共団体 (同定資産税のための

に係る資産評価， 企業合併時，上場一時，増資時におけ

る資産評価または事業許価， 企業会計 !この時価評価，

争訟，遺産相続， 証券化対象不動産の資産評価等カ噂

げられる。依頼人は，民間企業，会計事務所， 弁護士

事務所，裁判所， 国 ・地方公共団体，不動産証券化事

業のアセ ットマネージメント会社等であり，白木にお

けるイ矧 目的や依頼人と大差はないものと思われる。 

(以下 次号に続く)

判;

秋山祐子 あきやま・ゅうこ

同志社大学法学部卒業，住友信託銀行株式会竹に勤務後，平

成 7年波'l'1o平成18年サンパウロ大学大学即 ↓にてf |矧j

工学修一J:別以得。平成20年1.;J こ，問。同五|に株式会社緒方不動産

施定引務所大阪支所長就任。

ブラジル技術基準協会 打li街地不助産鑑定評価基準改定委U

会」安凡 南米不動降学会 (LARES:Latin Americ<ln Real 

Estate Sα :iety)却すj.等をJ相lcサンパウロ大学大学院1ザヰi}f

究科不動座研ヲ凶rr(NRE-POLI: t-;ucleo de Real EsLate da 

Escola Polit己cnicada Univerちidadede Sao Paulo) 石河先H.

日本不動雌学会会U。 

Appraisal & Finance 2009.6 43 




